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学校法人朝陽学院 朝陽幼稚園 
令和８年度 重要事項説明書 

 
教育の提供開始にあたり、当園があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１ 施設運営主体 

名 称 学校法人 朝陽学院 

所 在 地 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南２－８－１９ 

代 表 者 氏 名 理事長 小西 健仁 

電 話 番 号 ０６－６７１９－３０２２ 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 施設給付型幼稚園（令和８年度より移行予定） 

施 設 の 名 称 朝陽幼稚園 

施 設 の 所 在 地 大阪府大阪市阿倍野区橋本町 6-16 

管 理 者 氏 名 園長 島居 佳子 

連  絡  先 
電 話 ０６－６６６１－２９９６ 

ＦＡＸ ０６－６６５６－１６３６ 

対 象 児 童 満３歳以上の小学校就学前児童 

利 用 定 員 
＜１号認定子ども＞ 

満３歳以上の小学校就学前児童  １１５人 

開 設 年 月 日 昭和２１年１２月２０日 

 

３ 施設の目的・運営方針 

  朝陽幼稚園（以下、「当園」という。）は、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）及び学校教育法

（昭和 22年法律第 26号）並びに子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）その他関係法令及

び関係条例の理念にのっとり、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満 3歳以上の子

どもに対する教育を行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その

心身の発達を助長することを目的とする。 

（１）当園は、園児の健やかな成長が図れるよう、その心身の発達を助長できる体制を構築します。 

（２）当園は、日々の活動の中で文化情操の環境を構成し、豊かな感性や創造性を培い、異年齢との関

わりの中で思いやりの心を育てるようにします。 

（３）当園は、身近な環境に主体的に関わり様々な活動活動を楽しむ中で自分の力で行うために考えた

り工夫したりしながら諦めない心を持ち、社会に貢献する人格を形成します。 
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４ 当園における施設・設備等の概要 

（１）施設 

敷 地 
敷 地 全 体 1,418.09㎡   

園 庭 792.32 ㎡   

園 舎 
構 造 鉄骨造   

延 べ 面 積 1,026.44㎡   

（２）主な設備 

設 備 居 室 数 備    考 

保 育 室 ６室 

たんぽぽ組・ちゅうりっぷ組（３歳児クラス） 

さくら組・こすもす組（４歳児クラス） 

ゆり組・すずらん組（５歳児クラス） 

遊 戯 室 １室  

職 員 室 １室  

ト イ レ ２か所  

 

５ 提供する幼児教育等の内容 

 当園は、幼稚園教育要領（平成 29年 3月 31日文部科学省告示第 62号）を踏まえ、以下の幼児教育

その他の便宜の提供を行います。 

（１）教育課程の提供 

   下記７に記載する時間において、特定教育・保育を提供します。 

（２）専門講師による課内活動 

体操・英語・リトミック活動には専門の講師の先生に指導していただきます。 

（３）送迎 

   希望者については、職員引率による集団徒歩通園を実施します。 

（４）延長保育（預かり保育） 

   やむを得ない理由により延長保育を希望する場合は、下記時間において利用できます。 

教育提供日 ７：３０～８：３０ と 保育後～１８：３０ 

   長期休業日 ７：３０～１７：３０ 

   ※園の行事等により実施できない場合があります。 
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６ 職員の配置状況と勤務体制 

 当園では、教育の実施に必要な職員として、下記の職種の職員を配置しています。 

職 種 職務内容 員数 常勤 非常勤 勤務体制 

園長 
園全体の運営と経営を統括し、教

職員の指導・管理 
1 １ ― ８：００ ～ １７：００ 

副園長 
園長の補佐として園全体の円滑

な運営をサポート 
0  ― ７：３０ ～ １８：３０ 

総括主任 
園長を補佐し園全体をまとめる、

教職員の指導・助言 
1 １ ― ８：００ ～ １７：００ 

主任 
教諭・職員への助言、教職員の指

導・助言 
0  ― ８：００ ～ １７：００ 

副主任 
教諭・職員への助言、園児の教

育・保育を司る 
0  ― ８：０￥ ～ １７：００ 

学年主任 
学年ごとの指導や運営をリード

する。 
３ ３  ８：００ ～ １７：００ 

教諭 
園児の教育・保育を司る 

６ ６  ８：００ ～ １７：００ 

非常勤講師 
園児の教育・保育の補助 

６  ６ ８：３０ ～ １８：３０ 

事務職員 
園全体の円滑な運営・教職員の業

務のサポート 
１ １ ０ ８：００ ～ １７：００ 

園務員 
清掃、園児のサポートなど 

１ １ ０ ７：００ ～ １６：００ 

※ その他、必要に応じて職員を配置しております。上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

※令和 8年 2月 1日現在 
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７ 教育を提供する日、時間 

開 園 日 1 号  平日（休園日を除く） 

開 園 時 間 1 号 
平日 

 ７：３０ ～ １８：３０ 

  ただし、春季休業（３月２１日～４月４日）、 

  夏季休業（７月２１日～８月３１日）及び 

  冬季休業（１２月２５日～１月７日）を除く。 

土日・祝日  休園日 

教 育 提 供 日 1 号 

1 学期  ４月５日頃 ～ ７月２０日頃 

2 学期  ９月１日頃 ～ １２月２０日頃 

3 学期  １月８日頃 ～ ３月２０日頃 

教 育 提 供 

時 間 
1 号 

月・火・木・金曜日 ９：００～１５：００ 

水曜日 ９：００～１３：３０ 

※延長保育を利用することもできます。（別途利用者負担あり） 

※ その他園長が必要と認めた日、創立記念日、行事の振替休日、12月 29日から 1月 3日は休園日と

なります。 

※ 表中の号数は、子ども・子育て支援法第 20条に規定される教育・保育給付認定の各区分を表しています。 

 

８ 食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギー対応状況 

（１）食事の提供方法 

外部搬入（委託業者：（株）富喜屋） 

（２）食事の提供を行う日時 

   教育を提供する時間は、１１時～１２時１０分の間に時間帯に毎日食事の提供を行います。 

   ※献立は毎月別途お知らせします。 

（３）除去食及び代替食に対応 

   食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご連絡ください。 

   なお、状況により園で対応できない場合は、お弁当を持参していただくなど、対応を相談します。 

 

９ 利用料金 

（１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料）はありません。 

（２）教育の提供に要する実費に係る利用者負担金等（実費負担） 

   別表に掲げる費用を負担していただきます。お支払い方法については、りそな・関西みらい銀行

の自動振替にてお支払いいただきます。 

 

１０ 特別支援教育・障がい児保育の取り組み内容 

   地域社会の中で、障がいのある子どもとない子どもが共に育ち合うことを基本的な考えとして、

互いに尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むように努める特別支援教育・障がい児

保育を行っています。 
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１１ 利用の開始に関する事項 

 本園が入園申し込みの先着順によって入園決定し、支給認定を受けた保護者が本重要事項説明書等に

同意された後に教育・保育の提供を開始します。 

 

１２ 利用の終了に関する事項 

当園は以下の場合には教育の提供を終了します。 

（１）園児が小学校へ就学したとき 

（２）所定の退園手続きが行われたとき 

（３）その他、利用の継続について重大な支障又は困難な事由が生じたとき 

 

１３ 緊急時等の対応方法 

園児に体調の急変等の緊急事態が発生した場合は、速やかに保護者の緊急連絡先等及び学校医 

又は保護者の指定する医療機関への連絡を行います。 

 当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

【内科】 

医 療 機 関 の 名 称 吉田医院 

医 師 名 吉田 明生 

所 在 地 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町５−２２ 

電 話 番 号  ０６－６６２２－４７０９ 

【眼科】 

医 療 機 関 の 名 称 福本眼科クリニック 

医 師 名 福本 敏子 

所 在 地 大阪府大阪市阿倍野区北畠 2丁目 3-3 

電 話 番 号 ０６－４７０３－３５７５ 

【耳鼻咽喉科】 

医 療 機 関 の 名 称 耳鼻咽喉科 櫟原医院 

医 師 名 櫟原 昂之 

所 在 地 大阪府大阪市西成区天下茶屋 2丁目 7-9 

電 話 番 号 ０６－６６６１－４５３２ 

【歯科】 

医 療 機 関 の 名 称 吉村歯科医院 

医 師 名 吉村 信一 

所 在 地 大阪府大阪市阿倍野区松虫通 2丁目 6-23 

電 話 番 号 ０６－６６６１－４３１５ 
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１４ 非常災害対策 

非  常  時  の  対  応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防 災 設 備 

・自動火災報知機    ・ガス漏れ報知機 

・非常用電源      ・誘導等 

・非常警報装置     ・スプリンクラー  

・その他、AED、カーテン・建具等の防炎処理 

避 難 ・ 消 火 訓 練 避難及び消火の訓練は年３回以上実施。 

 

１５ 虐待の防止のための措置 

  当園は、園児の人権の擁護、児童虐待の防止のため、虐待防止マニュアルの作成と職員に対し研修

を実施します。 

 

１６ 教育相談窓口 

当園では、教育相談や要望等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当 園 ご 利 用  

相 談

窓 口 

・責任者 園長 島居 佳子 

・担当者 総括主任 髙橋 美衣子 

春木 静香 

・ご利用時間  平日 ９：００～１６：００ 

・電話番号 ０６－６６６１－２９９６ 

 FAX 番号 ０６－６６５６－１６３６ 

 

 

 

１７ 利用者に対しての保険の種類 

 当園では、以下の保険に加入しています。 

保険の種類 園総合補償制度（JK保険） 

保険の内容 損害保険、賠償責任保険  

保険の金額 身体 1名 1億円/1事故 4億円    h 

http://www.acegroup.com/jp 

 

保険の種類 災害共済給付（ 独立行政法人日本スポーツ振興センター ） 

保険の内容 園管理下における不慮の負傷・疾病の治療費、障害・死亡の見舞い金 

保険の金額 医療費（療養に要する費用額が 5,000円以上のもの） 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/tabid/424/Default.aspx 

※詳しくは、「保険のご案内」をご確認ください。 
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１８ 園児の利用状況（毎年度５月１日現在） 

 令和７年度 令和６年度 令和５年度 

３歳児 ３７ ３３ ２４ 

４歳児 ３５ ３６ ２７ 

５歳児 ３７ ２９ ３８ 

 

１９ 自己評価・学校関係者評価の実施状況 

項目 実施状況 実施結果 

自己評価・学校関係者評価 毎年度実施 良好に運営されている 

 

２０ 子ども・子育て支援法第 39条第 3項、第 5項の規定により公表・公示された旨（適正運

営をしていない等により大阪市長より勧告、命令等を受け、その旨を公表、公示された事実の

有無） 

 なし 

 

２１ 個人情報保護に関する基本方針 

  お預かりした個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適正かつ安全に管理・運用す

ることに努めます。また、お預かりした個人情報は、以下の目的の為に利用いたします。 

 〇入園手続きや国・府・市などへの補助金、幼児教育・保育の無償化等に関する書類提出のため 

 〇園児の健康管理・教育の為 

 〇緊急連絡の為 

 〇保険の加入・請求の為 

 〇公的機関・医療機関などへの連絡調整の為 

  

下記の場合を除いて、個人情報を第三者へ提供することはいたしません。 

 〇保護者から同意を得ている場合や法令に基づく場合 

 〇生命・身体・財産を保護するために必要で、保護者から同意を得ることが難しい場合 

 〇国の機関や地方公共団体、その委託者等による法令事務の遂行にあたって協力する必要があり、 

  保護者の同意を得ることで事務遂行に影響が生じる場合 

  

２２ 園務システムによる管理ついて 

  当園では株式会社MJ Brain システムにより、園児の登降園管理、諸経費の納入管理、預かり保育

の予約・時間・料金管理を行っております。 

 

２３ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教・政治・営

利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動

はご遠慮ください。 
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２４ その他 

 〇課外教室 

  ・セイハ課外英語教室 

  ・ピアノ教室 

  ・体操教室 

  ・バレエ教室 

  ・そろタッチ教室 
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別表 

1.全員が対象となるもの 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 

入園受入準備金 園生活に必要な個人記録の設備に等に係る事務経費 入園時 40,000円 

（第２子は 20,000円） 

施設維持費 保育室・その他設備の整備に係る費用 

 

入園・進級時 25,000円 

教育充実費 教育・保育内容の充実、教育・保育の質の向上や充実に

係る職員配置、職員研修の費用 

月額 6,000円 

水光熱費 園生活に必要な水光熱費に係る費用 

 

月額 600円 

給食費 給食費  約月額 6,500円 

保護者会費 保護者会運営に係る費用 

 

月額 1,300円 

講師料 課内活動充実に係る費用 

 

月額 2,500円 

絵本代 保育中に使用する毎月の月刊絵本に係る費用 （令和 7年度実績） 

年長：5,640円 

年中：5,520円 

年少：5,880円 

写真代 写真掲載の整備、行事の撮影に係る費用 

 

年額 3,000円 

進級用品代 １年間の保育に必要な用品や教材に係る費用 

名札、出席ノート、ワークブック、お誕生日アルバム 

年額 2,440円 

行事関係費 行事参加、購入に係る費用（参加者のみ）  

卒園記念品 卒園時に園への寄贈品に係る費用 （年長のみ）5,000円 

卒園アルバム代 卒園アルバム購入に係る費用 （年長のみ）10,000円程度 

※その他、購入品がある場合は、その都度お知らせいたします。 

※いずれの費用も、社会情勢の変動により、変更や見直しをする場合があります。 

※保護者会費は保護者会運営に係る会費を園が集金代行いたします。 
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2.預かり保育に係る利用料 

 

 

通常保育 

7：30～8：30 200円/1時間  

保育後～17：00 200円/1時間 

※水曜日のみ 16：30～17：00 100円 

おやつ代 

100円/1日 

17：00～18：00 300円/1時間 

18：00～18：30 300円/30分 

18：30～ 500円 

 

長期休業日 7：30～17：00 200円/1時間 おやつ代 

100円/1日 17：00～17：30 100円/30分 

※１号・新２号同じ料金設定です。 

なお、新２号の方は、預かり保育料が無償化の対象となります。（日額上限 450円） 

 

3.制服・体操服代 

冬制服（上） 5,200円 夏スモック 1,650円 

冬制服（ズボン） 2,800円 半トレシャツ 2,200円 

冬制服（スカート） 3,000円 半トレパンツ 1,550円 

長袖カッター（男児） 2,100円 長トレパンツ 2,050円 

長袖ブラウス（女児） 2,100円 体操服（上） 1,360円 

半袖カッター 1,800円 体操服（ズボン） 1,040円 

夏ズボン 2,300円 冬帽子 3,300円 

夏ワンピース 3,800円 夏帽子 2,650円 

冬スモック 1,700円 リュック 4,200円 

4.用品代 

名札 2個 500円 マーカー（12色） 910円 

出席ノート 340円 粘土 490円 

出席シール 320円 粘土ヘラセット 210円 

おたより袋 320円 粘土ケース 340円 

お誕生日アルバム 300円 のり 264円 

お誕生日かんむり 350円 はさみ 550円 

園章 200円 カスタネット 390円 

ワークブック   年長 420円 お道具箱 1,000円 

         年中   

ワークブック   年少 

460円 

400円 

赤白帽子 

ピアニカ本体 

1,080円 

5,808円 

自由画帳 350円 ピアニカパイプのみ 352円 

クレパス 720円 水てっぽう 140円 
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